離 婚 協 議 書

　藤代　陽介（以下甲という）と藤代　いずみ（以下乙という）は、甲乙間の婚姻の解消に関する件（以下「本件」という。）について、以下のとおり合意する。
第１条（離婚の合意）
甲及び乙は、本日、協議離婚すること及び乙がその届出を速やかに行うことを合意する。
第２条（親権） 
甲乙間の長女　藤代　涼花（平成23年7月2日生）、次女　藤代　真理亜（平成24年6月18日生）の親権者・監護者を甲と定めて、甲において監護養育することとする。
　
第３条（養育費）
１　乙は甲に対し、前記子らの養育費として、１人につき１か月4万円の支払い義務のあることを認め、これを毎月末日限り甲が指定する口座に振込んで支払う。振込手数料は乙の負担とする。
2　当事者双方は、前記子の病気、進学等の特別の費用の負担については、別途協議するものとする。
第４条（面会交流） 
１　甲は、乙が前記子らと月１～4回程度、面会交流することを認める。
２　面会交流の具体的な日時、場所及び方法については、前記子らの福祉に配慮して、甲及び乙が協議して定める。
第5条（清算条項） 
甲及び乙は、以上をもってすべて解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、相互に何らの財産上の請求をしないことを約する。
第6条（公正証書）
甲及び乙は、本件離婚協議書と同趣旨の強制執行認諾文言付公正証書を作成することに合意した。　　
　以上の合意成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙が署名捺印の上、各自１通を保有する。
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